
七尾市給付金コールセンター

電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金のご案内

　電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金は、住民税均等割非課税世帯や令和４年１月から
12月までに家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。

問い合わせ 申請窓口

七尾駅前パトリア３階　市民ロビー

福祉課　☎53-3625

☎53-2150  受付時間 平日9：30～17：00 受付時間 平日9：30～17：00

給付金の支給額 給付金の支給時期

１世帯あたり 5万円 確認書(または申請書)を不備なく受理
した日から2～3週間後が目安です。

支給対象と申請の有無

世帯全員が令和４年度

 「住民税均等割が非課税」
 の世帯

令和４年１月～12月の収入が減少し
「住民税非課税相当」 

の収入となった世帯(家計急変世帯)

支給対象となる世帯（いずれかにあてはまる世帯）

確認書が届きます（要返送）
令和4年9月30日時点で住民登録のある世
帯の世帯主へ送付します。中身を確認して、

返信してください。
【確認事項】
①記載された給付金振り込み口座番号に誤
   りがないか
②住民税が課税されている人の扶養親族の
   みの世帯ではないこと

世帯の中に、令和４年１月２日以降に転入
した人がいる場合は、申請が必要です。

※対象と思われる人は、まず七尾市給付金
コールセンターまで連絡してください。

申請が必要です
申請期限：令和5年1月31日（火）

申請に必要な書類
（申立書、申請書）
を送付します。

マイナンバーカードを取得した人のうち、マイナポイント第1弾に申し込んでいない人
(これから申し込みする人も含みます。)

■マイナポイント申込期間：令和 5年 2月末まで

マイナポイント申し込み後、選択したキャッシュレス決済サービスで、20,000円までの
「チャージ」やお買い物をすると、ご利用金額の25％のポイントが付与されます。

健康保険証としての利用申し込みを行った人(既に利用申し込みを行った人も含みます。)
■マイナポイント申込期間：令和 5年 2月末まで

公金受取口座の登録を行った人(既に登録を行った人も含みます。)
■マイナポイント申込期間：令和 5年 2月末まで

延長

①最大5,000円相当のポイント

②7,500円相当のポイント

③7,500円相当のポイント

総務課　☎53-1111

マイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカードの申請期限が
令和 4年 12月末まで延長となりました

マイナポイントの申し込み方法

■スマートフォン
■パソコン（カードリーダーが必要です）
■マイナポイント手続きスポット（コンビニエンスストア、郵便局など）
■七尾市役所（総務課 (本庁 1階 )、市民課 (ミナ . クル 2階 )

詳細は、WEBサイト「マイナポイント事業」をご覧ください。

マイナポイント第2弾実施中！

令和 4年 9月末 令和 4年 12月末

令和 5年 2月末マイナンバーカードの申請期限

マイナポイントの申込期限

令和 4年 12月末までにマイナンバーカードの交付申請をすると
最大20,000円相当のマイナポイントがもらえます。
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